
７江総経第３５４９号 

令和８年３月２日  

江東区総務部経理課 

設計等委託受注者の皆様へ 
 
 

「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る 

特例措置について 

 

 国は、令和７年３月から適用してきた設計業務委託等技術者単価（以下「旧技術者

単価」という。）より上昇した「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単

価」（以下「新技術者単価」という。）を決定し、新技術者単価への早期対応に関する

運用について公表しました。 

 これを受け江東区においても、技術者の適切な賃金水準が確保されるよう、令和８

年３月１日以降に契約締結する設計等委託のうち、旧技術者単価を用いて予定価格を

積算した設計等委託について、受注者が、新技術者単価にもとづく契約に変更するた

めの協議を発注者に請求することができる特例措置を実施することとしましたので、

お知らせします。 

 受注者の皆様におかれましては、技術者単価改正の趣旨をご理解いただき、技術者

の賃金水準の引上げについて、適切に対応されるようお願いいたします。 

 

１ 特例措置の実施について 

（１）対象契約 

   令和８年３月１日以降に契約する設計等委託（建築設計、土木設計、設備設計、

測量、地質調査及び工事監理業務。以下同じ。）のうち、旧技術者単価を適用し

て予定価格を積算しているもの。 

ただし、変更協議が整う以前に支払手続済みの場合は対象外とします。 

（２）特例措置の内容 

旧技術者単価にもとづく契約を、新技術者単価にもとづく契約に変更するため

に、契約金額の変更協議依頼を行うことができます。 



（３）契約金額の変更 

   変更後の契約金額については、新技術者単価により積算された価格に落札率を

乗じて算出。 

    変更後の契約金額 ＝ Ｐ新 × ｋ 

    この式において、「Ｐ新」及び「ｋ」は、それぞれ次を表すものとします。 

    Ｐ新：新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 

    ｋ ：当初契約の落札率 

       （※令和８年２月２８日以前に契約を締結した設計等委託は、対象外） 

（４）請求期限 

   受注者からの協議依頼の請求期限は、契約を締結した日から２か月以内としま

す。 

（５）手続きについて 

   契約変更協議を依頼する際は、別添の「変更協議依頼書」と「誓約書」を経理

課契約係に提出願います。 

【問合せ先】 
江東区総務部経理課契約係 
電話：03-3647-9037（直通） 



令和  年  月  日 
 
江東区契約担当者 殿 
 
                   所在地 

               受注者 名称 

                   代表者                 印 

 
 

変更協議依頼書 
 
 
次の設計等委託契約について、「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単

価」の運用に係る特例措置による契約金額の変更協議を依頼します。 
 
 
１ 契約件名 
 
 
２ 契約番号 
 
 
３ 契約年月日 
 
 
４ 履行期間    令和  年   月   日から令和  年   月   日まで 
 



令和  年  月  日 
 
江東区契約担当者 殿 
 
                   所在地 

               受注者 名 称 

                   代表者              印 

 
 

誓約書 
 
新技術者単価にもとづき契約金額の変更協議を請求するにあたり、下記の内容を 

遵守することをこの書面をもって誓約いたします。 
 
 

記 
 
１ 本協議に基づいて契約金額が変更された際は、技術者の適正な賃金水準の引

上げについて、適切に対応します。 
 
２ 上記１に記載された事項の遵守を証する書類を貴区の求めに応じ、貴区へ 

提出いたします。 
 

以上 
 
 
 
                                  

 


